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会計基準Digest 
会計基準を巡る動向  2014年8月号 
 

会計基準Digestは、日本基準、修正国際基準、IFRS及び米国基準の主な動向についての

概要を記載したものです。 

 

1. 日本基準 

■法令等の改正（金融庁） 

（1）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令（案）」等の公表（平成26年（2014

年）8月8日 金融庁） 

本改正府令案は、企業会計基準委員会（ASBJ）が平成26年（2014

年）5月16日に公表した改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表

に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を受け、四半期財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（四半期財務諸表等

規則）等について、所要の改正を行うことを提案するものである。 

改正案の主な概要は以下のとおりである。 

 取得による企業結合が行われた場合の注記事項の見直し 

企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合、その属す

る四半期会計期間等においては、その旨並びに発生したのれ

んまたは負ののれんの発生益の金額に係る見直しの内容及

び金額を注記し、比較情報においては、取得原価の当初配分

額に重要な見直しが反映されている場合には、その内容及び

金額を注記することが提案されている。 

 四半期情報において遡及適用等を行った場合の注記事項の

追加 

有価証券報告書等の四半期情報に、企業結合に係る暫定的な

会計処理が確定した四半期会計期間等が含まれる場合、暫定

的な会計処理が確定した旨を注記することが提案されている。 

本改正府令案は、平成27年（2015年）4月1日以後開始す

る事業年度の、期首以後実施される企業結合から適用さ

れる予定である。なお、平成26年（2014年）4月1日以後開

始する事業年度の期首以後実施される企業結合から早

期適用できることが提案されている。コメントの締切りは平

成26年（2014年）9月8日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2014年8月11日発行） 

 

（2）「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内

閣府令」の公布（2014年8月20日 金融庁） 

本改正府令の主な概要は以下のとおりである。 

 新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数短縮 

新規上場時の企業負担の軽減を図るため、有価証券届出書に

掲げる財務諸表の年数を5事業年度分から2事業年度分に短

縮する。 

 非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に

掲げる連結財務諸表の年数 

非上場会社が初めて提出する有価証券届出書にIFRSに準拠

して作成した連結財務諸表を掲げる場合には、最近連結会計

年度分のみの記載で足りることとする。 

 IFRS等に準拠して作成した連結財務諸表の監査における、比

較情報に係る意見表明の方法の設定 

有価証券の発行者が初めて提出する有価証券届出書等に含

まれる指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表、

または米国式連結財務諸表の監査を実施した監査法人等が

作成する監査報告書に、比較情報に関する事項を記載する場

合の記載事項を定める。 

本改正府令は平成26年（2014年）8月20日に公布・施行され、

ガイドラインも同日より適用されている。ただし、企業内容等

の開示に関する内閣府令の「当期純利益」を「親会社株主

に帰属する当期純利益」とするなどの所要の改正について

は、平成27年（2015年）4月1日から施行される。 

 

http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140808-2.html
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/shihanki_2014/
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-08-11.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140820-1.html
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【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2014年8月22日発行） 

 

（3）「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内

閣府令（案）」の公表（平成26年（2014年）8月22日 金融庁） 

本改正府令案は、平成26年（2014年）6月24日に閣議決定された

「『日本再興戦略』改訂2014－未来への挑戦－」における「女性の

更なる活躍促進」についての提言を踏まえ、有価証券報告書等

において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義

務付けるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を行

うことを提案するものである。 

改正後の規定は、平成27年（2015年）3月31日以後に終了

する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書、及

び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される

予定である。コメントの締切りは平成26年（2014年）9月22

日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 会計・監査ニュースフラッシュ （2014年8月26日発行） 

 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

該当なし 

 

■会計制度委員会報告等の公表（日本公認会計士協会

（JICPA）） 

会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する

実務指針」及び「金融商品会計に関するQ&A」の改正について

（公開草案）の公表（平成26年（2014年）8月18日 日本公認会計

士協会） 

会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の

流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」及び「特別

目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理

に関する実務指針についてのQ&A」の改正について（公開草案）

の公表（平成26年（2014年）8月18日 日本公認会計士協会） 

両草案（前者草案、後者草案）とも、公表以来永年にわたりメンテ

ナンスが行われていない実務指針等について、現在適用されて

いる会計制度委員会報告等に従った検討が行われ、所要の見直

しがなされたものである。 

コメントの締切りは、いずれも平成26年（2014年）9月19

日である。 

日本基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（日本基準）へ 

 

2. 修正国際基準 

■会計基準等の公表（企業会計基準委員会（ASBJ）） 

【最終基準】 

該当なし 

【公開草案】 

該当なし 

修正国際基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（修正国際基準）へ 

 

3. IFRS 

■会計基準等の公表（IASB、IFRS解釈指針委員会） 

【最終基準】 

「個別財務諸表における持分法（ IAS第27号の改訂）」の公表

（2014年8月12日 IASB） 

本改訂は、個別財務諸表において、子会社、共同支配企業及び

関連会社に対する投資について、IAS第28号「関連会社及び共同

支配企業に対する投資」に規定されている持分法を用いた会計

処理を認めている。 

本改訂の概要は以下のとおりである。 

 個別財務諸表において、子会社、共同支配企業及び関連

会社に対する投資について、取得原価による会計処理また

はIFRS第9号「金融商品」に従った処理に加え、持分法を用

いた会計処理を認めた。 

 改訂に伴い、個別財務諸表の定義が変更された。 

 個別財務諸表において、子会社、共同支配企業または関

連会社からの配当を受け取る権利が確定したときの会計

処理が明確化された。 

本改訂は、2016年1月1日以降に開始する会計年度か

ら遡及適用される。早期適用は認められる。ただし、早

期適用する場合は、その旨を開示する。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ（2014年8月21日発行）（日本語） 

 IN THE HEADLINES 2014/14（英語） 

 

http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-08-20.aspx
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4.html
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jgaap-jgaas-news-flash/Pages/jgaap-news-flash-2014-08-26.aspx
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1761.html
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/15_1.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-narrow-scope-amendments-to-IAS-27-Separate-Financial-statements-August-2014.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-08-21.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-14.aspx
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【公開草案】 

公開草案「未実現損失に関する繰延税金資産の認識（IAS第12号

の改訂案）」の公表（2014年8月20日 IASB） 

本公開草案は、繰延税金資産の認識の判断における将来減算

一時差異の利用の対象となる将来の課税所得の範囲を明確に

することを提案している。特に、公正価値で測定される負債性金

融商品に未実現損失が生じている場合に、繰延税金資産の認識

においてIAS第12号「法人所得税」の規定をどのように適用する

かについて、基準書の付属文書に設例を追加することを提案して

いる。 

本公開草案の概要は以下のとおりである。 

 繰延税金資産の認識において予想される、将来減算一時差

異の利用の対象となる課税所得に、既存の将来減算一時差

異の解消にかかる損金算入の影響を含めないことを明確化

することが提案されている。 

この提案により、納税申告における課税所得と将来減算一時

差異の利用対象となる課税所得が異なることが明確になる。 

 満期時に元本が返済される、毎年利息が支払われ、公正価

値で測定される固定利付債券（税務基準額は取得原価）に

係る未実現損失は、将来減算一時差異を生じさせることを明

確化することが提案されている。 

 将来減算一時差異の利用の判断は、他の将来減算一時差

異とあわせて行う。ただし、税法上、将来減算一時差異の利

用が限定されている場合には、その範囲内で行うことが提案

されている。 

 将来減算一時差異の利用の対象となる課税所得の予想に

は、帳簿価額を超えて回収することが可能と予測される金額

が含まれることを明確化することが提案されている。 

本公開草案が確定した場合の適用時期は寄せられたコメ

ントを踏まえて決定される。遡及適用は認めることが提案

されている。コメントの締切りは2014年12月18日である。 

 

IFRSについての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（IFRS）へ 

 

 

 

4. 米国基準 

■会計基準等の公表（米国財務会計基準審議会（FASB）） 

【最終基準（会計基準更新書（Accounting Standards Update; 

ASU）】 

(1) ASU第2014-13号「連結（Topic 810）：連結された債務担保金

融事業体の金融資産及び金融負債の測定（EITFのコンセン

サス）」の公表（2014年8月5日 FASB） 

ASU第2014-13号は、債務担保金融事業体（CFE）の金融資産の

公正価値と金融負債の公正価値との差額に関する実務上の問

題を解消するため、金融負債が金融資産に対してのみ請求権を

有する場合も、連結されたCFEに対し代替的な公正価値測定の

アプローチを認めている。このアプローチは、連結されたCFEの親

会社に対して、CFEの金融資産及び金融負債の公正価値のうち、

より観察可能な金額に基づいて測定することを認めるものであ

る。 

ASU第2014-13号は、公開の営利企業については、2015

年12月16日以降開始する会計年度及びその会計年度に

含まれる期中報告期間から適用される。早期適用も認め

られる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 14-27（英語） 

 

(2) ASU第2014-14号「債権－債権者による不良債権のリストラク

チャリング（Subtopic 310-40）：担保権行使時における特定の

政府保証付住宅担保ローンの分類（EITFのコンセンサス）」の

公表（2014年8月8日 FASB） 

ASU第2014-14号は債権者に対し、特定の政府保証付住宅担保

ローンについて、担保権行使時に認識を中止し、債権者が保証

人から回収する見込みの金額で測定した別個の受取債権を認識

し、その保証及び債権を単一の会計単位として取り扱うことを要

求するものである。 

ASU第2014-14号は、公開企業に対しては、2014年12月

16日以降開始する会計年度及びその会計年度の期中報

告期間から適用される。企業は、移行措置について将来

に向かって適用するかまたは修正遡及適用するかを選択

できるが、ASU第2014-04号「消費者向住宅ローンの担保

権行使時の再分類」のもとで選択した移行措置と整合さ

せることが要求される。早期適用は、期中報告期間にお

ける早期適用を含め、企業がすでにASU第2014-04号を

適用している場合は認められる。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 14-27（英語） 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 IFRSニュースフラッシュ（2014年8月25日発行）（日本語） 

 IN THE HEADLINES 2014/15（英語） 

http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Pages/IASB-publishes-proposed-amendments-to-IAS-12-Income-Taxes-August-2014.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/ifrs/pages/default.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164268998
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-27.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164282728
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176163750778
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176163750778
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-27.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-news-flash/Pages/ifrs-news-flash-2014-08-21-2.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-in-the-headlines/Pages/ifrs-in-the-headlines-2014-15.aspx
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各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、あずさ監査法

人のウェブサイトをご確認ください。 

 あずさ監査法人トップページ（Link） 

 日本基準（Link） 

 修正国際基準（Link） 

 IFRS（Link） 

 米国基準（Link） 

編集・発行  

有限責任 あずさ監査法人 

azsa-accounting@jp.kpmg.com 

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対
応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報

を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取
られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上

で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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 (3) ASU第2014-15号「財務諸表の表示－継続企業（Subtopic 

205-40）：継続企業の前提の不確実性に関する開示」の公

表（2014年8月27日 FASB） 

ASU第2014-15号は、継続企業の前提を企業が評価する方法及

び開示方法についての指針を提供している。これまで、継続企業

の前提に関する評価は、監査基準には含まれていたものの、U.S. 

GAAPには規定がなかった。今回の改訂により、継続企業の前提

に重要な疑義があるかどうかを評価すること、及び関連する開示

を行うのは経営者の責任であるということが、U.S. GAAPの規定

に含まれることとなった。 

ASU第2014-15号は、2016年12月16日以降終了する会計

年度及び2016年12月16日以降開始する会計年度の期中

報告期間から適用される。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 14-40（英語） 

 

【公開草案（会計基準更新書案（ASU案））】 

ASU案「無形資産－のれん及びその他－内部利用ソフトウェア

（Subtopic 350-40）：クラウド・コンピューティング契約において顧客

が支払った手数料の会計処理」の公表（2014年8月20日 FASB） 

  

本ASU案は、以下の明確化を提案している。 

 クラウド・コンピューティング契約にソフトウェア・ライセンスが

含まれる場合：他のソフトウェア・ライセンス同様に会計処理

する。 

 クラウド・コンピューティング契約にソフトウェア・ライセンスが

含まれない場合：サービス契約として会計処理する。 

本ASU案は、公開企業に対しては、2015年12月16日以降

開始する会計年度及びその会計年度の期中報告期間か

ら強制適用される予定である。企業は、移行措置につい

て将来に向かって適用するかまたは修正遡及適用するか

を選択できる予定である。早期適用も認められる予定で

ある。コメントの締切りは2014年11月18日である。 

【あずさ監査法人の関連資料】 

 Defining Issues 14-39（英語） 

 

 

    

 

米国基準についての詳細な情報、過去情報は 

あずさ監査法人のウェブサイト（米国基準）へ 

会計情報アプリ  

－iPhone向けに続き、Android向けも公開！ 

あずさ監査法人では、従来からiPhone向けの会計情報アプリを公開していましたが、この

たびAndroid向けのアプリも公開しました。このアプリで、いつでも・どこでも、あずさ監査法

人が提供する日本基準、修正国際基準、 IFRS、そして米国基準に関する会計情報を

Androidでも閲覧できるほか、動画による解説コンテンツを視聴することができます。 

【最近公開した動画解説コンテンツ】 

 オンライン解説 【速報】修正国際基準に関する公開草案 

 オンライン解説 【速報】最終基準 IFRS第9号「金融商品」 

https://www.kpmg.com/jp/ja/services/audit/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/j-gaap/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/jmis/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/ifrs/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164329772
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-40.aspx
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage&cid=1176164311650
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/defining-issues/Pages/defining-issues-14-39.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/topics/us-gaap/Pages/default.aspx
https://www.kpmg.com/jp/ja/Pages/kpmg-atoz-app.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/jmis-exposure-draft-commentary/Pages/jmis-exposure-draft-140812.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/news/ifrs-final-standards-commentary/Pages/ifrs-9-final-standards-140812.aspx
https://itunes.apple.com/jp/app/kpmg/id900464843?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpmg.atoz
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